
船舶インシデント調査報告書 

平成２９年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２９年７月２９日 １８時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県南さつま市野間
の ま

半島北方沖 

 薩摩野間岬灯台から真方位０１９°１,５００ｍ付近 

（概位 北緯３１°２５.７′ 東経１３０°０６.９′） 

インシデントの概要 プレジャーボートKOUYOU
コ ウ ヨ ウ

は、漂泊中、船外機を始動することができ

なくなり、運航不能となった｡ 

インシデント調査の経過 平成２９年８月１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート KOUYOU、５トン未満（長さ５.３７ｍ） 

２９５－３７１２０鹿児島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、ニ級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、漂泊中、釣り

を終えて南さつま市片浦漁港に帰港しようと、セルモータのスイッチ

を操作したが、セルモータが動かず、運航不能となった。 

本船は、船長が、所属するマリーナ（以下「本件マリーナ」とい

う。）に携帯電話で救助を要請するとともに、風で沖に流されないよ

うにする目的で、同乗者２人が泳いで本船をえい
．．

航し、浅所に錨泊し

た。 

本件マリーナの海上保安協力員は、本船の救助に向かったが、船長

の携帯電話が不通となり、日没になったことから海上保安庁に通報し

た。 

本船は、来援した海上保安庁の巡視艇により片浦漁港にえい
．．

航され

た。 

船外機は、本件マリーナの担当者が点検したところ、セルモータ始

動用のスイッチが経年劣化により損傷しており、後に新替えされた。 

分析 本船は、船外機のセルモータ始動用のスイッチが経年劣化により損

傷したことから、船外機を始動することができなくなり、運航不能と

なったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、船外機のセルモータ始動用のスイッチ

が経年劣化により損傷したため、船外機を始動することができなくな

ったことにより発生したものと考えられる。 



参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関取扱説明書に記載されている定期点検及び発航前点検を行う

こと。 

 


